
生駒市教育委員会規則第８号 

生駒市教育委員会事務局事務決裁規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

平成２７年４月１日 

生駒市教育委員会教育長  中 田 好 昭    

 

   生駒市教育委員会事務局事務決裁規則の一部を改正する規則 

 生駒市教育委員会事務局事務決裁規則（昭和５６年７月生駒市教育委員会規則

第９号）の一部を次のように改正する。 

 第５条中第４項を削り、第５項を第４項とする。 

 第７条中第７号を削り、第８号を第７号とし、第９号から第１４号までを１号

ずつ繰り上げ、第１５号から第２０号までを削り、同条第２１号中「、滞納処

分、欠損処分及び１件５００万円以上２，０００万円未満の支出負担行為」及び

「（第８条第２１号に係るものを除く｡)」を削り、同号を同条第１４号とする。 

 第７条の３第３号中「第７条第１１号」を「第７条第１０号」に改め、同条第

６号から第１２号までを削る。 

 第８条第５号中「第７条第１１号」を「第７条第１０号」に改め、同条第１５

号から第２１号までを削り、同条第２２号中「及び次に掲げる経費についての支

出負担行為」を削り、同号中アからケまでを削り、同号を同条第１５号とする。 

 第９条の２第５号を削る。 

 第１０条第４号を削る。 

 第１１条の２第１号中「第７条第１１号」を「第７条第１０号」に改め、同条

第２号から第４号までを削る。 

 第１２条第４号中「第７条第１１号」を「第７条第１０号」に改め、同条第１

３号から第１５号までを削り、同条第１６号中「及び１件１００万円未満の支出



負担行為」を削り、同号を同条第１３号とする。 

 第１３条第１号中「第７条第１１号」を「第７条第１０号」に改め、同条第２

号から第４号までを削る。 

 第１５条を削る。 

 第１６条第４号を削り、同条を第１５条とする。 

   附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 


